
   

  

  

 

１ 報  告 

（１）地域密着型サービス事業者の指導状況等について 

（２）地域密着型サービス事業者の指定状況について 

 

２ 議  事 

（１） 地域密着型サービス事業所の新規指定について 

（２） 地域密着型サービス事業所の指定更新について 

 

３ 開催日時 

  令和８年５月２０日（水）１８：００～１９：００ 

 

４ 開催場所 

 北九州市役所１２階 １２１会議室 

  

５ 構成員 

構成員 中野代表、中村副代表、野村構成員、富田構成員 

 

６ 会議の非公開理由 

会議は、不開示情報 (北九州市情報公開条例第７条)に該当する事項について意見交換

するため、非公開とする。 

 

７ 会議の内容 

議事１ 地域密着型サービス事業所の新規指定について 

（１） 事務局説明 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護   １事業所 

地域密着型通所介護          ３事業所 

   認知症対応型通所介護     １事業所 

   小規模多機能型居宅介護    １事業所 

 

（２） 主な構成員意見 

・法令を遵守した事業所運営を行うよう業務管理体制を整備し、適正な事業所運営に

努めること。 

・運営する事業所が指導監査の指摘・指導を受けた場合は、早急に改善し、再発の防

止に努めること。  

・地域密着型サービス事業所概要に記載されていることを実践し、介護サービスの質

の向上と確保に努めること。 

・地域との連携については、事業所から積極的に行い、地域との交流に努めること。 

・運営推進会議の開催にあたっては、利用者やその家族、地域住民の代表者などに対
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し、積極的かつ継続的に参加の呼びかけを行うこと。 

・指定までの間も地域住民への説明を継続的に行い、事業の内容や事業所の運営につ

いての理解と協力を得られるよう努めること。 

・他の事業所とも情報交換や連携を行い、円滑で安定的な事業運営を目指すこと。 

 

※６事業所については新規指定に適していると判断する。 

 

議事２ 地域密着型サービス事業所の指定更新について 

（１） 事務局説明 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護   １事業所 

地域密着型通所介護     ８事業所 

認知症対応型通所介護     １事業所 

認知症対応型共同生活介護    ２事業所 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ２事業所 

 

（２）主な構成員意見 

議事１の意見に加えて以下の意見が出された。 

・非常災害に関する具体的計画については、それぞれの事業所に応じたものを、各事

業所で作成し、それを確認していくことが必要。 

・非常災害時に備え、外部との連携については地域だけでなく医療機関や消防機関な

どの関係機関との連携にも努めること。 

・公募で選定されている事業所については、応募時に市に提出した提案書の内容実現

に努めること。また、状況に応じて報告書を求めるなど、確認していくことが必要。 

・運営推進会議は、構成員が参加しやすい日程を調整し、利用者の家族、地域住民の

代表者、市職員、有識者等へ参加を呼びかけること。会議は書面開催ではなく定期

的に集合形式で開催し、利用者の負担に配慮しつつ、無理のない範囲で参加できる

体制を整え、適正に運営すること。 

 

※１４事業所については指定更新に適していると判断する。 


